
改正内容 

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和

３年法律第６６号）による「健康保険法（大正１１年法律第７０号）等の改正（令和４年１月

１日施行）」により、特定健康診査の対象者以外の労働者（※健康保険組合の場合４０歳未満

の方が該当）についても保険者（※健康保険組合）から健康診断の記録の写しの提供を求めら

れた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならない。 

 

 

 

 

 

定期健康診断結果データ提供の対象年齢範囲が変更となっております 

 

    これまで、年度内に４０歳から７４歳に達する方、および年度内に７５歳になる７５歳未満の方 

（以降、特定健康診査の対象者）を対象に定期健康診断の結果データを事業者より健康保険組合に 

ご提供いただいていましたが、法律の改正により今後は、特定健康診査の対象者に加え、４０歳未 

満の方の結果データもご提供いただくことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※既にデータ抽出を協力会社へ委託済の事業者もあることを勘案して、 

今年度は任意といたしますが、公的機関から 40歳未満の方のデータ 

提供の要請が発生した場合はご提供していただく場合もございます。 
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西武健保ホームページからもご覧になれます。http://www.seibu-kenpo.or.jp 
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